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産業廃棄物の不法投棄等の状況（2021 年度）について 
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新入社員、新配属の方への教育のススメ 
新しく入社された方、また、新しい部署へ配属された方は、最初に仕事を把握する 
事が大変だと思います。そんな時当社の小冊子をぜひご活用ください！ご要望に 
応じて小冊子を用いた出張セミナーも承ります。詳しくは下記ＵＲＬ、右記ＱＲコード 
からもご覧いただけます。 
https://www.knights.jp/bkform.html 

環境省は、毎年度、全国の都道府県及び政令市の協力を得て、産業廃棄物の不法投棄等対策に 

係る政策形成のための基礎資料とすること等を目的とし、新たに判明した産業廃棄物の不法投棄 

及び不適正処理事案の状況、及び年度末時点の事案残存量等を調査し、公表しています。  

公表された 2021 年度に係る調査結果の概要は以下の通りです。 

 

（1）2021 年度に新たに判明した不法投棄事案 

  ・不法投棄件数 ：107 件（前年差 -32 件） 

  ・不法投棄量   ：3.7 万トン（同 -1.4 万トン） 

（2）2021 年度に新たに判明した不適正処理事案 

  ・不適正処理件数：131 件（同 -51 件） 

  ・不適正処理量  ：9.4 万トン（同 +0.8 万トン） 

（3）2021 年度末における不法投棄等の残存事案 

  ・残存件数     ：2,822 件（同 +40 件） 

  ・残存量       ：1547.1 万トン（同 -20.3 万トン） 

※量については、四捨五入で計算し表記しているため、合計値が合わないことがあります。 

 

 不法投棄の新規判明件数は、ピーク時の約 20 年前に比べて、大幅に減少しており、一定の成果が

見られるものの、悪質な不法投棄が新規に発覚し、いまだ跡を絶たない状況にあります。 

 不法投棄の新規判明事案の実行者のうち、件数が最も多いのは排出事業者で 45 件（42%）、 

投棄量が最も多いのは、許可業者で1.5 万トン（41%）でした。また、廃棄物の種類では、件数が最も多いのは、

がれき類で37件（35%）、投棄量が最も多いのは、木くず（建設系）で 1.5万トン（40%）でした。 

 不適正処理についても、相当数及び量が新規に発覚しており、いまだ撲滅するには至っていません。 

残存事案に対する都道府県等の対応としては、現に支障が生じている 5 件については、支障除去

措置を実施中又は実施予定であり、現に支障のおそれがある 81 件については、支障等の状況により、 

支障のおそれの防止措置、周辺環境モニタリング、状況確認のための立入検査等を実施中又は 

実施予定です。 

 

当社では、産業廃棄物の分析を行っております。お気軽にお問い合わせください。 

 

資料 2023 年 1 月 17 日付 環境省報道発表資料 

無機分析箇所 井手口静恵 
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